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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成20年7月31日(2008.7.31)

【公表番号】特表2008-507300(P2008-507300A)
【公表日】平成20年3月13日(2008.3.13)
【年通号数】公開・登録公報2008-010
【出願番号】特願2007-529867(P2007-529867)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｐ  21/02     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｐ  21/02    　　　Ｃ
   Ｃ１２Ｎ   5/00    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成20年6月11日(2008.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組換えタンパク質の発現に適切な条件下で培地中で宿主細胞を培養するステップを含む
、組換えタンパク質の作製方法であって、前記宿主細胞が、前記組換えタンパク質をコー
ドする核酸配列を含み、前記宿主細胞が、アポトーシス阻害剤によって改変されているこ
とを特徴とする、組換えタンパク質の作製方法。
【請求項２】
　前記宿主細胞が、リンパ球、上皮細胞、間葉細胞、神経細胞、繊維芽細胞、グリア細胞
、網膜細胞、グリオーマ細胞、ミエローマ細胞、悪性リンパ球、悪性上皮細胞、悪性間葉
細胞、悪性神経細胞である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記骨髄腫細胞が、Ｓｐ２／０細胞もしくはその誘導体、マウスＮＳＯ細胞、ラットＹ
Ｂ２／０細胞、ＣＨＯ細胞、ＨＥＫ２９３細胞、ＣＯＳ－１細胞、又はＣＯＳ－７細胞で
ある、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記アポトーシス阻害剤が、前記宿主細胞により発現される異種タンパク質である、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記異種タンパク質が、前記宿主細胞の染色体ＤＮＡに組み込まれた核酸配列によりコ
ードされている請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記アポトーシス阻害剤が、乳頭腫ウイルスＥ６タンパク質、乳頭腫ウイルスＥ７タン
パク質、乳頭腫ウイルスＥ６タンパク質とＥ７タンパク質の両者、又はＢｃｌ－２ファミ
リーからのアポトーシスインヒビターである、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記アポトーシスインヒビターが、Ｂｃｌ－２、Ｂｃｌ－ｘＬ、Ｂｃｌ－ｗ、Ｂｃｌ－
ＥＥＥ、Ｂｈｒｆ１、ＫＳ－Ｂｃｌ－２、Ｅ１Ｂ－１９Ｋ、Ｂｃｌ－６、およびＭｃｌ－
１からなる群から選択される、請求項６に記載の方法。
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【請求項８】
　前記培地が、少なくとも１つのカスパーゼインヒビターをさらに含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項９】
　前記カスパーゼインヒビターが、カスパーゼ－１インヒビター、カスパーゼ－３インヒ
ビター、カスパーゼ－９インヒビター、カスパーゼ－１２インヒビター、ｐａｎ－カスパ
ーゼインヒビター、Ｚ－ＶＡＤ－ｆｍｋ、Ａｃ－ＤＥＶＯ－ｃｈｏ（配列番号７）、Ａｖ
ｅｎ及びＸＩＡＰからなる群から選択される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記培地が、アポトーシスを阻害し、および／または細胞保護剤として機能する外因的
に添加した薬剤をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記外因性薬剤が、サイトカインＩ型スーパーファミリーのメンバー及びエリスロポエ
チンからなる群から選択される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記組換えタンパク質が、免疫グロブリン、ペプチド、酵素、成長因子、ホルモン、ワ
クチン、リンフォカイン、およびサイトカインからなる群から選択される、請求項１に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記組換えタンパク質が、抗体、抗体フラグメント、多重特異性抗体、一本鎖抗体、エ
リスロポエチン、Ｇ－ＣＳＦ、ＧＭ－ＣＳＦ、ＥＧＦ、ＶＥＧＦ、トロンボポエチン、Ｉ
Ｌ－１～ＩＬ－３１、αインターフェロン、βインターフェロン、γインターフェロン、
およびコンセンサスインターフェロンからなる群から選択される、請求項１２に記載の方
法。
【請求項１４】
　アポトーシスを阻害する組換えタンパク質をコードする外因性の核酸配列を含む宿主細
胞。
【請求項１５】
　アポトーシスを阻害する前記組換えタンパク質が、乳頭腫ウイルスＥ６タンパク質、乳
頭腫ウイルスＥ７タンパク質、およびアポトーシスインヒビターのＢｃｌ－２ファミリー
、Ｂｃｌ－２、Ｂｃｌ－ｘＬ、Ｂｃｌ－ｗ、Ｂｃｌ－ＥＥＥ、Ｂｈｒｆ１、ＫＳ－Ｂｃｌ
－２、Ｅ１Ｂ－１９Ｋ、Ｂｃｌ－６、およびＭｃｌ－１からなる群から選択される請求項
１４に記載の宿主細胞。
【請求項１６】
　Ｓｐ－Ｅ２６又はＳｐ－ＥＥＥである請求項１４に記載の宿主細胞。
【請求項１７】
　目的の組換えタンパク質をコードする核酸配列をさらに含む、請求項１４に記載の宿主
細胞。
【請求項１８】
　前記組換えタンパク質が、免疫グロブリン、ペプチド、酵素、成長因子、ホルモン、ワ
クチン、リンフォカイン、およびサイトカインからなる群から選択される、請求項１７に
記載の宿主細胞。
【請求項１９】
　細胞培養物の寿命が、アポトーシス阻害剤により改変されていない宿主細胞と比較して
、少なくとも２日、少なくとも４日、又は少なくとも６日増加する、請求項１に記載の方
法。
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